


1. ２００６年改正貸金業法改正以降の金融問題 
 

  目的―サラ金三悪の撲滅  
  （高金利・過剰貸付・非人間的取立） 
 
  資料参照 











2. 被連協の現状 
  
① 金融相談の減少・運動財政の逼迫・目的達成 ⇒ 被害者の会の減少 
  
  被害者団体数 全国８９団体から現在３２都道府県４７団体 
  （その内相談活動が出来ている団体は約２０団体） 
  
 ・２０１４年に名称変更  
  全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会 
  ⇒全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 
  
 



② どんなことを行っているか 
      相談活動 ⇒    金融相談から何でも相談へ 
  
 ・金融相談 
   多重債務・ヤミ金・税金等の滞納処分 
         生活再建活動 
 ・生活保護制度の活用支援 
 ・障害年金取得活動 
 ・準備ホーム活動⇒刑務所から出所した人たちへの居場所や生活の場の確保等 
 
 ・窃盗症などで再犯を繰り返したくない人や      
   ギャンブルアルコール薬物依存症者のための活動 
 
 
・自殺防止対策 
  ⇒自殺多発地域（富士樹海・足摺岬）での自殺予防活動や電話相談活動 

 

裁判支援 

自助グループ作りや紹介
医療機関への紹介 
 
 



私たちの銀行カードローンに対する要求項目 

 
1. 銀行カードローン融資についても貸金業法上の総量規制を適用させるよう、
関係法令を改正してください 

 
2. 貸金業者が融資の保証会社となる場合、その保証金額も総量規制の対象とし
てください 

 
3. 銀行によるカードローン融資の過剰な宣伝・広告についての法令による規制
を求めます 

 
4. 高すぎる利息制限法の上限金利の引き下げを求めます 



3. 今後の活動 
 
① 金融相談 
改正貸金業法より１５年経過し、その精神が形骸化され債務者が再
び奴隷化されつつあるなか、金融被害の触覚やアンテナとして活動
する 

     専門家（弁護士・司法書士等）や行政とのネットワークを構築する 
 

② 生活再建活動 
生活保護法を生活保障法へ変える活動に参加しつつ、生活相談・依
存症対策他なんでも相談が出来る組織として発展する 

 
③ 課題 
財政問題をどうするか？ 


